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作成日

変更日

（１）基礎情報

ア．対象地域

人口 面積

イ．計画期間

※目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要な場合には計画を見直すものとする。

開始年月日 令和8年4月1日

終了年月日 令和13年3月31日

計画期間※ 5年

地域の要件がその他の場合は

具体的に記載

　　構成市町村に一部事務組合等が含まれている場合、当該組合の状況

組合名称
（設立（予定）年月日）

大阪広域環境施設組合
（平成26年11月25日）

組合を構成する市町村 大阪市・八尾市・松原市・守口市

組合設立に関する、
今後の見通し

離島、豪雪、山村、半島、過

疎地域に該当がある市町村名

１　計画の基本的な事項

構成市町村等（作成者）名 大阪市・八尾市・松原市・守口市

地域内総人口（人） 3,314,453　人
（大阪市　2,800,023　八尾市　258,000　松原市　116,043　守口市　140,387）

地域総面積（㎢） 296.43　㎢
（大阪市　225.34　八尾市　41,72　松原市　16,66　守口市　12.71）

地域の要件

大阪広域地域循環型社会形成推進地域計画

令和7年11月27日
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（２）対象地域における取組みに関する事項

ア．ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況

イ．プラスチック資源の分別収集及び再商品化に係る実施内容

実施地域

実施年度

実施方法

上記が④も

しくは⑤の

場合、その

詳細

予定地域

予定年度

予定方法

上記が④も

しくは⑤の

場合、その

詳細

　八尾市では、プラスチック資源の分別収集及び再商品化について、容器
包装プラスチックにおいては、すでに分別収集を行っており、容リルート
によるリサイクルを引き続き実施する。製品プラスチックについては、収
集方法（分別・一括）、処理方法、収集体制、八尾市立リサイクルセン
ターの処理状況などを考慮し、検討を行っており、当面の間可燃ごみとし
て焼却処理を継続する。
　松原市では、製品プラスチックについては、当面の間可燃ごみとして焼
却処理を継続するが、今後コスト等の情報収集を行い、財政状況等を踏ま
えながら分別収集・再商品化の実施方法や実施時期について検討を行う。
　守口市では、製品プラスチックについては、当面の間、焼却処理を継続
するが、竣工予定の（仮称）守口市クリーンセンターストックヤード第2
整備事業において、製品プラスチック等の保管施設を整備し、製品プラス
チック及び容器包装プラスチックの混合収集を開始する。

実施済
の場合

大阪市

令和７年度

③独自処理（独自処理方法は環境省に確認済み）

大阪市では、令和７年４月からプラスチックの資源循環を推進するた
め、容器包装プラスチックと製品プラスチック（100％プラスチック素
材のもの）をプラスチック資源として一括収集するとともに、これま
での容器包装リサイクル法のリサイクルルート（以下（「容リルー
ト」という。）に併せて、プラスチック資源循環法に基づき市が独自
に再商品化事業者を選定し、国の認定も受けて資源化を行う手法も活
用し、再商品化を実施している。

実施予定
の場合

八尾市   松原市　守口市

八尾市　未定（令和12年度中）  松原市・守口市 令和10年度

④市町村・品目により異なる（詳細は下記に記載）

確認した都道府県の

広域化・集約化計画の名称 大阪府ごみ処理広域化計画

　令和元年８月に策定された「大阪府ごみ処理広域化計画」のなかで、広域ブロックの基本的
な考え方として、市町村の意向を最優先かつ柔軟に広域化・集約化を推進するものとしてい
る。この考えに基づき関係市で協議をした結果、鶴見工場の処理能力を増やすことで施設の集
約化を図り、守口市が組合に加入することとなり、組合名称を現行のものに改称し現在に至
る。
当組合としては、引き続き広域化による費用削減効果や周辺地域の環境負荷低減及びエネル
ギー利用について検討を継続する。
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ウ．対象地域における一般廃棄物処理有料化の状況

エ．対象地域における災害廃棄物処理計画の策定状況

策定状況 ①構成市全てで策定済

備考

策定済の構成市（計画の名称）
大阪市（大阪市災害廃棄物処理基本計画）　八尾市（八尾市災害廃棄物処理計画）
松原市（松原市災害廃棄物処理計画）　　　守口市（守口市災害廃棄物処理計画）

未策定の構成市（策定予定時期）

上記が④の場合、その詳細

有料化導入に向けた

検討状況

※全ての構成市町村で導入済

の場合は記載不要

　大阪市では、平成18年10月１日より、粗大ごみの有料化を実施して
いる。家庭系ごみの有料化に係る検討については「大阪市一般廃棄物
処理基本計画」においても明記しており、令和６年10月の「大阪市廃
棄物減量等推進審議会」では、家庭系ごみの減量の進捗状況を見極め
ながら、減量各種施策の効果の検証とともに検討を行うこととしてい
る。
　八尾市では平成25 年10 月１日より、粗大ごみの有料化を実施して
いる。家庭系ごみについては、平成28 年10 月１日より、家庭用指定
袋制度の見直し（可燃袋の容量変更や兼用袋の使用等）を行い、ごみ
の減量に取り組んでいる。令和3 年3 月に改訂した「八尾市一般廃棄
物処理基本計画（ごみ編）」においても、市民生活の実情に応じた減
量施策を講じ、さらなるごみの減量・資源化を推進することとしてお
り、家庭系ごみの有料化については、ごみの排出量の変化や減量施策
の効果の検証を実施したうえで、検討を行うこととしている。
　松原市では、家庭系一般廃棄物については、分別区分の変更や電話
申込制の導入、可燃性粗大ごみの選別処理等によりごみの減量が図れ
ているため、当面の間有料化は実施しないこととしているが、今後ご
み量の増加や社会情勢の変化等処理施設の負担が大きくなるようであ
れば、さらなる検討が必要となる。
検討の際は、一般廃棄物処理有料化の手引き（令和４年３月　環境
省）や有料化導入自治体の事例等を参考にしつつ、料金体系や使途、
市民への説明、導入までのプロセス等を検討していく。
　守口市では、現在ごみ減量化の数値目標を達成しており、次期計画
期間内においても引き続き達成できる見込みであるが、有料化導入を
排除することなく今後のごみの排出量の推移を注視しながら、数値目
標を達成できない場合は検討する。

未導入の構成市町村名 大阪市　八尾市　松原市　守口市

有料化導入状況 ③有料化は導入していない
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２　循環型社会形成推進のための現状と目標（一般廃棄物の処理）

（１）一般廃棄物の処理の現状と目標（全域）

現状 目標

令和６年度 令和13年度 現状比

3,307,784 3,313,317 0.2%

603,027 553,108 -8.3%

452,487 447,724 -1.1%

291 279 -4.1%

　その他排出量（トン） 21,862 21,521 -1.6%

　⑤総排出量（トン） 1,077,376 1,022,353 -5.1%

892 843 -5.5%

　再生利用量
107,472 114,916 6.9%

10% 11%

　最終処分量
165,990 164,277 -1.0%

15% 16%

　エネルギー回収量
　年間の発電電力量（MWH） 0 0

　年間の熱利用量（GJ） 0 0

特記事項

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合

　⑦総資源化量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　⑧埋立最終処分量（トン）

　①総人口（人）

　排出量

　②事業系ごみ排出量（トン）

　③生活系ごみ排出量（トン）

　④1人1日当たりのごみ排出量（ｇ/人日）

　⑥1人1日当たりの排出量（ｇ/人日）

本計画の計画期間中においては、廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表１のとおり目標量に
ついて定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。

　表１　減量化、再生利用に関する現状と目標

※　別添資料として①～⑧に関する過去及び将来推計のトレンドグラフを添付する。

≪用語の定義≫　下記のとおり表１で用いる用語の定義を行う。

②③排出量：対象地域において出されたごみの量（資源含む。集団回収されたごみを除く）〔単位：トン〕
　　　　　　※事業系・生活系それぞれで記載。

④1人1日当たりのごみ排出量：（生活系ごみ排出量－生活系資源ごみの量）*10^6/総人口/年間日数〔単位：ｇ/人日〕

その他排出量：②、③に該当しない排出量〔単位：トン〕

⑤総排出量：②＋③＋その他排出量の和〔単位：トン〕

⑥1人1日当たりの排出量：⑤*10^6/総人口/年間日数〔単位：ｇ/人日〕

⑦総資源化量：事業系の資源ごみ量＋生活系の資源ごみの量＋集団回収量等の和〔単位：トン〕

エネルギー回収量：エネルギー回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕及び熱利用量〔単位：GJ〕

⑧最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕
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（３）各構成市町村の一般廃棄物の処理の現状と目標

現状

令和６年度 令和13年度 現状比

561,195 516,561 -8.0%

361,125 360,922 -0.1%

14,294 13,886 -2.9%

936,614 891,369 -4.8%

87,469 94,901 8.5%

9% 11%

147,420 147,420 0.0%

16% 17%

現状

令和６年度 令和13年度 現状比

20,948 18,025 -14.0%

46,533 42,788 -8.0%

4,442 4,442 0.0%

71,923 65,255 -9.3%

8,720 8,255 -5.3%

12% 13%

10,074 8,768 -13.0%

14% 13%

現状

令和６年度 令和13年度 現状比

8,696 6,858 -21.1%

22,776 22,904 0.6%

1,230 1,426 15.9%

32,702 31,188 -4.6%

4,351 5,177 19.0%

13% 17%

4,115 3,894 -5.4%

13% 12%

現状

令和６年度 令和13年度 現状比

12,188 11,664 -4.3%

22,053 21,110 -4.3%

1,896 1,767 -6.8%

36,137 34,541 -4.4%

6,932 6,583 -5.0%

19% 19%

4,381 4,195 -4.2%

12% 12%

大阪市
目標

　排出量

　事業系ごみ排出量（トン）

　生活系ごみ排出量（トン）

　その他排出量（トン）

　総排出量（トン）

　再生利用量
　総資源化量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　最終処分量
　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合

　再生利用量
　総資源化量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　最終処分量
　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合

八尾市
目標

　排出量

　事業系ごみ排出量（トン）

　生活系ごみ排出量（トン）

　その他排出量（トン）

　総排出量（トン）

　再生利用量
　総資源化量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　最終処分量
　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合

松原市
目標

　排出量

　事業系ごみ排出量（トン）

　生活系ごみ排出量（トン）

　その他排出量（トン）

　総排出量（トン）

　再生利用量
　総資源化量（トン）

　総排出量に占める総資源化量の割合

　最終処分量
　埋立最終処分量（トン）

　総排出量に占める埋立最終処分量の割合

守口市
目標

　排出量

　事業系ごみ排出量（トン）

　生活系ごみ排出量（トン）

　その他排出量（トン）

　総排出量（トン）
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（１）処理体制

（２）処理施設等の整備

上記（１）の今後の分別区分及び処理体制で処理を行うため、表３のとおり必要な施設整備、表４のとおり計画支援事業等を行
う。また、参考として現有施設の一覧を表５で示す。

３　目標達成に向けた施策（一般廃棄物の処理）

　　ア．生活系ごみの処理体制の現状と今後

　大阪市では、普通ごみ、資源ごみ（缶・瓶・ペットボトルなど）、古紙・衣類、プラスチック資源等に分別収集をしている。
収集された普通ごみは、各焼却工場において焼却処理され、発生する焼却灰は最終処分場に搬入される。
資源ごみ、古紙・衣類、プラスチック資源は、民間資源化施設に搬入され、リサイクルされている。
その他、粗大ごみなどは、破砕・選別後、再資源可能なものは資源化施設へ、再利用できない残渣は、焼却処分している。
家庭系ごみ全体の直近の処理量は、30.8万ｔとなっている。
今後については、発生抑制及び分別の徹底を実施し、ごみの減量化を推進していく。
　八尾市では、可燃（燃やす）ごみ、粗大ごみ、複雑ごみ、埋立ごみ、資源物（ビン・缶）、容器包装プラスチック、ペットボ
トル、危険物（簡易ガスボンベ・スプレー缶）の８種に分別して収集するほか、指定袋制を全市で実施している。
可燃（燃やす）ごみは、環境施設組合の焼却工場で焼却処理を行っている。
埋立ごみについては、八尾市一般廃棄物最終処分場で埋立処分を行っている。
粗大ごみ、複雑ごみ、危険物（簡易ガスボンベ・スプレー缶）については、八尾市立リサイクルセンターにて選別・破砕を行っ
ている。なお、粗大ごみ、複雑ごみに含まれる使用済小型家電は、選別工程でピックアップ回収を行い、認定事業者に引き渡し
ている。使用済の携帯電話、スマートフォンについては、市役所・出張所等に回収ボックスを設置し、認定事業者に引き渡して
いる。
資源物（ビン・缶）、容器包装プラスチック、ペットボトルについては、八尾市立リサイクルセンターで資源化を行っている。
八尾市では、今後も現在の処理体制を維持する計画である。
　松原市では、可燃ごみ、不燃物・粗大ごみ、缶・ビン・ペットボトル・小型金属類、プラスチック製容器包装、古紙類、乾電
池に分別して収集している。可燃ごみ、粗大ごみ（可燃性）については、環境施設組合の焼却工場で焼却処理を行っている。不
燃物・粗大ごみ（可燃性を除く）、缶・ビン・ペットボトル・小型金属類、プラスチック製容器包装、古紙類、乾電池について
は、民間処理施設で処分・資源化を行っている。また、使用済み小型家電について、平成２９年１１月より不燃物・粗大ごみと
して収集してきたものの中から
希少金属類を含む小型家電の抜取及び再資源化の取り組みを行っている。松原市では、今後も現在の処理体制を維持する計画で
ある。
　守口市では、可燃ごみ、粗大ごみ、プラスチック製容器包装、古紙・古布、びん・ガラス・空き缶、ペットボトル、危険・困
難ごみに分別し各戸収集するほか、使用済小型家電、蛍光管、乾電池の拠点回収を市役所、守口市クリーンセンター及び各地域
のコミュニティセンターで行っている。可燃ごみについては、環境施設組合の焼却工場で焼却処理を行っている。また、プラス
チック製容器包装、古紙・古布、びん・ガラス、空き缶、ペットボトル、使用済小型家電、蛍光管、乾電池は、民間処理施設で
資源化を行っている。粗大ごみについては、守口市クリーンセンターで選別後に民間処理施設で処理を行っている。今後とも資
源ごみ等の分別の徹底により、資源化の向上及び最終処分量の削減を図るとともに、品目及び拠点回収場所の拡充等についても
検討を行う。守口市では、今後も現在の処理体制を維持する計画である。

　　イ．事業系ごみの処理体制の現状と今後 

　大阪市では、排出事業者が自らの責任において、産業廃棄物・再生資源化物・一般廃棄物に適正に区分したうえで、許可業者
に依頼する等により適正に処理することとしている。
収集された一般廃棄物は、各焼却工場において焼却処理され、発生する焼却灰は最終処分場に搬入される。再生資源化物は民間
資源化施設に搬入されリサイクルされる。産業廃棄物は処分業許可業者によって中間処分・最終処分されることとなる。
事業系ごみ全体の令和６年度処分量は、57.0万tとなっている。今後については、排出事業者に対する立入検査等を通じて、一
般廃棄物と産業廃棄物の適正区分・適正処理の徹底を指導する。また、焼却工場における搬入物検査において搬入不適物が発見
された場合には、収集業者及び排出事業者に対して啓発指導を実施するとともに、資源可能物についてはリサイクルルートの誘
導に努める。
　八尾市では、事業系一般廃棄物についても、 生活系ごみと同様の処理を行っており、 今後も現在の処理体制を維持する計画
である。
　松原市では、可燃ごみ、不燃物・粗大ごみ、缶・ビン・ペットボトル・小型金属類、プラスチック製容器包装、古紙類、乾電
池に分別して収集している。可燃ごみ、粗大ごみ（可燃性）については、環境施設組合の焼却工場で焼却処理を行っている。不
燃物・粗大ごみ
（可燃性を除く）、缶・ビン・ペットボトル・小型金属類、プラスチック製容器包装、古紙類、乾電池については、民間処理施
設で処分・資源化を行っている。また、使用済み小型家電について、平成２９年１１月より不燃物・粗大ごみとして収集してき
たものの中から
希少金属類を含む小型家電の抜取及び再資源化の取り組みを行っている。松原市では、今後も現在の処理体制を維持する計画で
ある。
　守口市では、事業系廃棄物については、排出事業者に対して一般廃棄物と産業廃棄物の適正区分と、産業廃棄物の適正処理
ルートでの処理を求めている。
今後とも、事業系ごみの適正処理、減量化を推進するため、事業者に向けて作成した啓発冊子「事業系ごみ減量・リサイクルの
手引き」を活用し、一般廃棄物を１００㎏/日以上排出する多量排出事業者に対して減量計画書の提出を求めるとともに訪問指
導を行い、廃棄物の排出抑制や適正処理の啓発に努める。

　　ウ ．一般廃棄物処理施設であわせて処理する産業廃棄物の現状と今後

現状は産業廃棄物の処理を行っていない。
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表３－Ａ　マテリアルリサイクル推進等のための整備事業

事業番号 1 2 3 4

施設名称 旧第4号炉焼却施設解体工事 旧第4号炉焼却施設解体工事監理
(仮称)守口市クリーンセンター

ストックヤード第２工事
(仮称)守口市クリーンセンター
ストックヤード第２工事監理

事業主体 守口市 守口市 守口市 守口市

工種 解体工事 解体工事 新設工事 新設工事

事業目的
（新設・改良等の理由）

製品プラスチック等の保管施設を

整備するため、現存する旧第4号炉

焼却施設を解体する工事。

製品プラスチック等の保管施設を

整備するため、現存する旧第4号炉

焼却施設解体工事の工事監理。

製品プラスチック等の保管施設を

整備する工事。

製品プラスチック等の保管施設を

整備する工事の工事監理。

施設種別 ごみ焼却炉 ごみ焼却炉 ストックヤード ストックヤード

処理方式 保管 保管

処理能力（単位） 142/ｄ

事業期間 令和６年度から令和８年度 令和６年度から令和８年度 令和8年度から令和9年度 令和8年度から令和9年度

竣工（事業完了）予定年月 令和9年2月26日 令和9年2月26日 令和10年3月31日 令和10年3月31日

設置予定地
※検討中の場合は「未定」

守口市寺方錦通4－9‐12 守口市寺方錦通4－9‐12 守口市寺方錦通4－9‐12 守口市寺方錦通4－9‐12

想定される浸水深
※未定の場合は記載不要

浸水対策

環境省所管（循環交付金等）
の活用を予定

※「○」の場合は以下の項目を

記載すること

○ ○ ○ ○

国土強靭化地域計画
（計画の名称）

プラ要件化の
経過措置の適用

－ － － －

プラ施設整備事業 － － ○ ○

CO2削減率
※改良事業の場合

－

スラグの利用計画
※灰溶融施設を整備する場合

－

ストック対象物
※ストックヤードを整備する

場合

製品プラスチック及び容器包装
プラスチック等

要綱第５の２による交付をう
ける予定の場合は、施設減少
数と対象市町村増加数の合計

※以下の項目を記載

本施設整備にあたり
廃止する施設(処理対象市町

村名)
旧第4号炉焼却施設

広域化・集約化後の処理対象
市町村数（処理対象市町村

名）

備考
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表３－Ｃ　エネルギー回収等のための整備事業
事業番号 5 6

施設名称 鶴見工場 西淀工場

事業主体 大阪広域環境施設組合 大阪広域環境施設組合

工種 新設工事 改良（改造）工事

事業目的
（新設・改良等の理由）

老朽化に伴う建替
施設延命化

（基幹改良工事）

施設種別 ごみ焼却施設（エネルギー回収あり） ごみ焼却施設（エネルギー回収あり）

型式及び処理方式 ストーカ式全連続式 ストーカ式全連続式

処理能力（単位）
620t/日

（310t/日×2炉）
600t/日

（300t/日×2炉）

事業期間 R8～R10（全体：R5～R10) R11～R12

竣工（事業完了）予定年月 R11.3 R13.3

設置予定地
※検討中の場合は「未定」

大阪市鶴見区焼野2-11 大阪市西淀川区大和田2-5-68

想定される浸水深
※未定の場合は記載不要

浸水深3.0m 浸水深3.0m

浸水対策 災害時は組合他6工場で処理 災害時は組合他5工場で処理

環境省所管（循環交付金等）の活用を予定
※「○」の場合は以下の項目を記載すること

○ ○

国土強靭化計画への記載
（計画の名称）

ー －

プラ要件化の経過措置 〇 －

エネルギー回収率
※発電・熱回収がある場合

回収率24％ 回収率16.6％

余熱利用の計画 発電 発電・熱供給

外部供給における利活用の概要 －
近隣施設（プール、老人ホーム）への蒸

気・電気供給

CO2削減率
※改良事業の場合

－ 4.5%

燃料の利用計画
※ごみ燃料化施設を整備する場合

－ －

バイオガス熱利用率
※バイオガス化施設を整備する場合

－ －

バイオガスの利用計画
※バイオガス化施設を整備する場合

－ －

計画１人１日平均排出量（g） 352g 352g

計画収集人口（人） 3,313,317人 3,313,317人

計画直接搬入量
（t/日）

2,706.85t 2,706.85t

計画年間日平均処理量（t/日） 3,873t/日 3,873t/日

通知に基づく施設規模
（計画１人１日平均排出量×計画収集人口＋

計画直接搬入量）÷実稼働率
4,875t/日 4,875t/日

災害廃棄物処理計画への受入の記載有無

災害廃棄物処理量
（見込み％）

災害廃棄物処理量を見込んだ通知に基づく
施設規模

4,875t/日 4,875t/日

適切な施設規模よりも大きいまたは小さい施
設規模で整備する場合

①施設規模算定通知２(4)を適用 ①施設規模算定通知２(4)を適用

要綱第５の２による交付をうける予定の場合
は、施設減少数と構成市町村増加数の合計

（下記にその詳細を記載）

本施設整備にあたり
廃止する施設
(対象市町村)

広域化・集約化後
の構成市町村数
（対象市町村）

備考

エネルギー回収のありなしに関わらず、焼却施設を環境省所管の交付金等を活用し、整備する場合は下記を記載
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表４　施設整備に関する計画支援事業等

事業番号 ① ②

関連する本体事業の番号 ３、４ ６

事業名 施設整備に関する計画支援事業 施設整備に関する計画支援事業

事業主体 守口市 大阪広域環境施設組合

事業目的
製品プラスチック等の保管施設のための施設

整備
エネルギ回収型廃棄物処理施設の改良工事の

ため

事業概要
製品プラスチック等の保管施設を整備するた

めの建設工事設計業務

基本計画作成
要求水準書作成
PFI事業者選定

環境省所管（循環交付金等）
の活用を予定

※「○」の場合は以下の項目を

記載すること

○ ○

プラ要件の経過措置 ○

プラ施設整備事業 ○

備考
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 表
５
　
現
有
施
設
一
覧

施
設

種
別

施
設

名
鶴
見
工
場

西
淀
工
場

八
尾
工
場

舞
洲
工
場

平
野
工
場

東
淀
工
場

住
之

江
工
場

旧
第

4
号
炉
焼
却
施

設

施
設

所
有

主
体

大
阪
広
域
環

境
施
設
組
合

大
阪

広
域
環
境

施
設
組
合

大
阪
広
域
環
境
施

設
組
合

大
阪

広
域
環
境
施
設
組

合
大
阪
広

域
環
境
施
設

組
合

大
阪

広
域
環
境
施
設
組

合
大
阪
広

域
環
境
施
設

組
合

守
口
市

型
式

及
び

処
理

方
式

ス
ト
ー

カ
式
全
連
続
式

ス
ト
ー

カ
式
全
連
続

式
ス

ト
ー
カ
式
全
連

続
式

ス
ト
ー
カ
式
全
連
続

式
ス

ト
ー
カ
式
全
連

続
式

ス
ト
ー
カ
式
全

連
続
式

ス
ト
ー
カ
式
全

連
続
式

全
連
続

処
理

能
力

（
単

位
）

6
0
0
ｔ
／
日

6
0
0
ｔ
／
日

6
0
0
ｔ
／
日

9
0
0
ｔ
／
日

9
0
0
ｔ
／
日

4
0
0
ｔ
／
日

4
0
0
ｔ
／
日

1
4
2
t
/
d

エ
ネ

ル
ギ

ー
回

収
の

有
無

有
有

有
有

有
有

－

竣
工

年
月

平
成
２

年
３
月

平
成

７
年
３
月

平
成
７
年

３
月

平
成
1
3
年
４
月

平
成
1
5
年
３

月
平
成

2
2
年

３
月

令
和
５
年

３
月

昭
和
6
3
年
4
月

廃
止
又
は
休
止
（
予
定
）
年
月

令
和
４

年
度
休
止

令
和
7
年
3
月
休

止

施
設
所
在
地

大
阪
市
鶴
見
区
焼
野

２
－
1
1
-
５

大
阪
市
西
淀
川
区
大
和
田
2
-
5
-
6
8

八
尾

市
上
尾
町
７

番
1
号

大
阪
市
此
花
区
北
港
白
津
1
-
2
-

4
8

大
阪

市
平

野
区

瓜
破

南
1
-
3
-
1
4
大
阪
市
東
淀
川
区
南
江
口
3
-
1
6
-
6

大
阪
市
住
之
江
区
北
加
賀
屋
4
-

1
-
2
6

守
口
市
寺
方
錦

通
4
－
9
‐
1
2

想
定
さ
れ
る
浸
水
深

0
.
5
～
３
m

0
.
5
～

３
m

０
～
0
.
5
m

浸
水
想
定
区
域
で

は
な
い

３
～
５
m

浸
水
想
定
区

域
で
は
な

い
0
.
5
～

３
m

浸
水
対
策

1
階
電

気
室
に
防

水
扉
（
２

ｍ
）
設
置

と
と
も
に

土
嚢
を

常
備

プ
ラ

ッ
ト

ホ
ー
ム
を
水

深
水

位
以

上
に

設
置

１
階
電
気
室

に
土
嚢
を
常

備

主
要

な
電
気
設
備

は
２
Ｆ
以

上
に

設
置
、
車
両

進
入
路
は

本
館

ブ
ロ
ッ
ク
出

入
口
部
の

高
さ

に
合
わ
せ
て

盛
土
を
行

い
擁

壁
お
よ
び
防

水
扉
を
設

置

交
付
金
を
活
用
し
た
解
体
を

実
施

す
る
場
合
、
そ
の
交
付
条

件
跡
地
利
用

の
解
体

廃
焼
却
施
設
解
体
事
業

着
手
（
予
定
）
年
月

R
7
.
2
.
2
0

完
了
（
予
定
）
年
月

R
9
.
2
.
2
6

解
体

に
関

連
す

る
新

設
事

業
番

号

※
表

３
の

事
業

番
号

備
考

Ｒ
５
～
1
0
年
度

建
替
工
事

Ｒ
1
1
～
R
1
2

基
幹
改
良
工

事

ご
み
焼

却
施
設
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舞
洲

工
場

八
尾

市
立

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
舞

洲
プ

ラ
ス

チ
ッ

ク
資

源
中

継
施

設
住

之
江

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

中
継

施
設

西
淀

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

中
継

施
設

平
野

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

中
継

施
設

東
淀

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

中
継

施
設

鶴
見

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

中
継

施
設

大
阪

広
域

環
境

施
設

組
合

八
尾

市
大

阪
市

大
阪

市
大

阪
市

大
阪

市
大

阪
市

大
阪

市

高
速

回
転

式
破

砕
機

低
速

回
転

式
破

砕
機

せ
ん

断
破

砕
式

衝
撃

回
転

破
砕

式
機

械
選

別
及

び
手

選
別

併
用

圧
縮

・
梱

包

保
管

保
管

保
管

保
管

保
管

保
管

回
転

式
1
2
0
ｔ

/
5
h

低
速

回
転

式
5
0
ｔ

/
5
h

破
砕

施
設

　
3
2
t
/
日

資
源

ご
み

選
別

施
設

　
1
4
t
/
日

容
器

包
装

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

圧
縮

施
設

1
0
t
/
日

ペ
ッ

ト
ボ

ト
ル

圧
縮

施
設

　
２

t
/
日

８
５

㎡
１

９
０

㎡
２

８
８

㎡
４

３
２

㎡
２

４
４

㎡
２

６
２

㎡

無
無

無
無

無
無

無
無

平
成

1
3
年

４
月

平
成

2
1
年

３
月

平
成

1
3
年

1
0
月

平
成

1
3
年

1
0
月

平
成

1
5
年

4
月

平
成

1
7
年

4
月

平
成

2
2
年

4
月

令
和

5
年

6
月

令
和

7
年

4
月

休
止

平
成

3
0
年

4
月

休
止

八
尾

市
曙

町
2
-
1
1

大
阪

市
此

花
区

北
港

白
津

1
－

2
－

4
8

大
阪

市
住

之
江

区
北

加
賀

屋
4
-
1
-
2
6

大
阪

市
西

淀
川

区
大

和
田

2
-
5
-
6
8

大
阪

市
平

野
区

瓜
破

南
1
－

3
－

1
4

大
阪

市
東

淀
川

区
南

江
口

3
-
1
6
-
6

大
阪

市
鶴

見
区

焼
野

3
－

2
－

3
7

浸
水

想
定

区
域

で
は

な
い

（
浸

水
深

0
.
5
m
未

満
）

浸
水

想
定

区
域

で
は

な
い

ー
0
.
5
～

3
ｍ

3
～

5
ｍ

浸
水

想
定

区
域

で
は

な
い

0
.
5
～

3
ｍ

災
害

時
の

停
電

な
ど

の
時

の
た

め
に

自
家

発
電

装
置

を
設

置
し

て
お

り
、

そ
の

他
災

害
時

訓
練

な
ど

を
行

っ
て

い
る

。
災

害
発

生
時

に
は

必
要

に
応

じ
他

市
町

村
へ

の
応

援
を

要
請

す
る

。

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

を
一

時
保

管
す

る
た

め
の

施
設

で
あ

り
、

中
間

処
理

設
備

機
材

等
を

保
有

し
て

い
な

い
。

災
害

発
生

時
、

本
市

B
C
P
計

画
に

基
づ

き
対

応
す

る
他

、
必

要
に

応
じ

他
市

町
村

へ
の

応
援

を
要

請
す

る
。

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

を
一

時
保

管
す

る
た

め
の

施
設

で
あ

り
、

中
間

処
理

設
備

機
材

等
を

保
有

し
て

い
な

い
。

災
害

発
生

時
、

本
市

B
C
P
計

画
に

基
づ

き
対

応
す

る
他

、
必

要
に

応
じ

他
市

町
村

へ
の

応
援

を
要

請
す

る
。

プ
ラ

ス
チ

ッ
ク

資
源

を
一

時
保

管
す

る
た

め
の

施
設

で
あ

り
、

中
間

処
理

設
備

機
材

等
を

保
有

し
て

い
な

い
。

災
害

発
生

時
、

本
市

B
C
P
計

画
に

基
づ

き
対

応
す

る
他

、
必

要
に

応
じ

他
市

町
村

へ
の

応
援

を
要

請
す

る
。

リ
サ

イ
ク

ル
セ

ン
タ

ー
プ

ラ
資

源
一

時
保

管
施

設
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東
北
方
面
資
源
ご
み
中
継
地

西
北
方
面
資
源
ご
み
中
継
地

西
南
方
面
資
源
ご
み
中
継
地

東
南
方
面
資
源
ご
み
中
継
地

鶴
見
資
源
ご
み
中
継
地

八
尾
市
立
リ
サ
イ
ク
ル

セ
ン
タ
ー

松
原
市
分
別
(
資
源
化
)

セ
ン
タ
ー

八
尾
市
一
般
廃
棄
物
最

終
処
分
場

北
港
処
分
地
南
地
区

大
阪
市

大
阪
市

大
阪
市

大
阪
市

大
阪
市

八
尾
市

松
原
市

八
尾
市

大
阪
広
域
環
境
施
設
組
合

保
管

保
管

保
管

保
管

保
管

選
別
物
保
管

選
別
・
保
管

埋
立

埋
立

１
３
２
㎡

７
２
㎡

１
０
２
㎡

１
７
０
㎡

２
０
０
㎡

6
2
4
㎡

一
般
廃
棄
物
保
管
積
替

条
　
9
9
0
.
6
9
ｍ
²

埋
立
面
積
　
1
2
,
3
0
0
㎡

埋
立
容
量
　
7
0
,
0
0
0
㎥

埋
立
面
積
　
　
7
3
1
,
0
0
0
㎡

埋
立
容
量
1
1
,
6
9
0
,
0
0
0
㎥

無
無

無
無

無
無

無
無

無

平
成
2
2
年
4
月

平
成
6
年
1
0
月

平
成
6
年
1
0
月

平
成
6
年
1
0
月

令
和
5
年
6
月

平
成
2
1
年
３
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（１）地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく

・特定建築物の所有者・管理者に対する減量指導と顕彰の実施
・事業系廃棄物の適正区分・適正処理の推進
・資源化可能な紙類の焼却工場への搬入禁止
・リサイクルルートへの誘導

４　【大阪市】関連するその他の施策

　　ア　ごみ減量・リサイクル促進のための施策内容

〇２Ｒを優先した取組の推進
　・分かりやすい情報提供と環境教育・普及啓発
　・生ごみの減量(食品ロス削減）
　・市民・事業者・行政による取組の推進
〇分別、リサイクルの推進
〇環境に配慮した適正処理と効率的な事業の推進
　・環境に配慮した適正処理の推進
　・ごみ処理事業の一層の効率化と安全かつ安定した体制の整備
　・３Rや適正処理の推進に係る検討
　・国際協力の推進

　　イ　プラスチック資源に関する施策内容

令和７年４月より、「容器包装プラスチック」と、これまで普通ごみとして収集していた「製品
プラスチック（100％プラスチック素材でできている製品）」を合わせて、「プラスチック資源」
として収集している。

　　ウ　ごみ処理手数料有料化の実施内容

今後のごみ減量の進捗状況を見極めながら、各種施策の効果検証とともに、家庭系
ごみ収集の有料化やごみ処理手数料の見直し等経済的手法を用いた減量施策の導入について検討
します。

　　エ　リチウム蓄電池に関する対策

地域を担当する環境事業センターへの電話等の申込みにより、職員がご家庭まで回収に伺う訪問
回収及び環境事業センターでの受付（拠点回収）を実施している。

　　オ　事業系ごみに関する施策内容

　　カ　災害時の廃棄物処理に関する事項

大規模災害の発生により一時的・大量に発生するがれき等や避難所で発生するごみ・し尿の処理
などに対して、事前に十分な対策を講じておく必要があります。
こうしたことから、「大阪市地域防災計画 」 を補完するとともに、過去の教訓を踏まえ、大規
模災害に伴い発生する災害廃棄物に備える事前の体制整備と発災時における災害廃棄物処理に関
して市が行う業務の基本方針を示すものとして、「大阪市災害廃棄物処理基本計画」を策定して
います。
また、本計画に基づく対応を円滑に進めるため、「業務実施マニュアル」を別途策定していま
す。大規模災害に伴い発生する災害ごみに備え、「大阪市災害廃棄物処理基本計画」において、
本市が行う業務の基本方針を示し、発生時には当計画に基づき、迅速かつ適切な対応を図る。
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（１）地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく

八尾市では、事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）の減量に向けて、展開検査によ
る事業系一般廃棄物（可燃（燃やす）ごみ）の減量と適正処理を推進する。また、搬入不
適物が発見された場 合、収集業者に排出状況等の確認、多量排出者等への指導を行い、状況に応じて排
出した事業者に対しても個別に適正処理方法の啓発と指導を実施する。

４　【八尾市】関連するその他の施策

　　ア　ごみ減量・リサイクル促進のための施策内容

八尾市では、町会やごみ減量推進員を通じて、水切り運動や家庭ごみの分別の徹底によるごみの減量・再
資源化 や違法廃品回収業者の利用をしないことなどに対する啓発を実施する。
八尾市では、生ごみの減量推進のため、家庭から排出される生ごみ排出時の水切り運動の推進、市政だよ
りや市ホームページ等で食品ロスの削減について周知・啓発を行うとともに、令和４年度より、一般家
庭内でのニーズが高い電動生ごみ処理機の販売事業者と協定を締結し、購入あっせん制度を実施してい
る。。
八尾市では、ごみの発生抑制、再使用及び資源の再生利用を図るため、事業者と連携した再使用・再利用
の取り組みや、有価物 集団回収による資源化可能な紙類等の再資源化を推進する。また、指定袋等の分
別収集によるごみの減量化・再資源化を推進する。
八尾市では、家電リサイクル法及び小型家電リサイクル法に基づく適正な処分を行い、
市民への処分方法については、市ホームページや「ごみの分け方・出し方ハンドブック」
等を活用し、広く周知を行う。

　　イ　プラスチック資源に関する施策内容

八尾市では、令和元年６月28 日に「プラスチックごみゼロ宣言」を行 い、マイバッグやマイボトルの活
用や、河川及び市街地の清掃活動の 参加など、プラスチックごみ削減の取り組みを推進している。

　　ウ　ごみ処理手数料有料化の実施内容

八尾市では平成25 年10 月１日より、粗大ごみの有料化を実施している。家庭系ごみについては、平成28
年10 月１日より、家庭用指定袋制度の見直し（可燃袋の容量変更や兼用袋の使用等）を行い、ごみの減
量に取り組んでいる。令和3 年3 月に改訂した「八尾市一般廃棄物処理基本計画（ごみ編）」において
も、市民生活の実情に応じた減量施策を講じ、さらなるごみの減量・資源化を推進することとしており、
家庭系ごみの有料化については、ごみの排出量の変化や減量施策の効果の検証を実施したうえで、検討を
行うこととしている。

　　エ　リチウム蓄電池に関する対策

　火災事故等を未然に防止するため、リチウム蓄電池の適正な排出方法等について、ホームページやチラ
シ配布等、周知啓発を積極的に実施する。また、住民にとって利便性が高い収集方法や適正処理について
引き続き検討する。

　　オ　事業系ごみに関する施策内容

　　カ　災害時の廃棄物処理に関する事項

　令和２年３月に策定した八尾市災害廃棄物処理計画に基づく取り組みを推進していくとともに、円滑か
つ迅速な処理が実現できる実効性の高い体制を構築していく。災害廃棄物削減のため関係所管と連携を図
りながら、平時からの家屋内の退蔵品・不要品の適正処理の促進等の啓発、また災害廃棄物を迅速かつ適
正に処理するために、災害廃棄物の排出方法・ルール等についての市民の理解が重要であることから、情
報周知・啓発を積極的に発信していく。さらに周辺市町村と連携し、災害発生時には相互に災害廃棄物の
受入処理ができる体制の構築を目指す。
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（１）地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく

月平均２トン以上ごみを排出している事業者を多量排出事業者と定めており、当該事業者に対
し減量計画書及び廃棄物管理者の届出を義務付ける等指導を行い、引き続き事業系一般廃棄物
の減量化に努める。

４　【松原市】関連するその他の施策

　　ア　ごみ減量・リサイクル促進のための施策内容

地域の各種団体が実施する集団回収活動の促進を目的として再生資源集団回収報奨金の交付を
引き続き実施する。
今後も市HPや広報等を通じて市民向けに減量・リサイクルの啓発活動を行っていく。

　　イ　プラスチック資源に関する施策内容

分別収集したプラスチック製容器包装については引き続き容器包装リサイクル協会への引き渡
しを実施する。製品プラスチックの資源化については本格実施に向けた回収方法等に係る課題
を明らかにした上で、プラスチックの円滑な資源化を推進していく。

　　ウ　ごみ処理手数料有料化の実施内容

家庭系一般廃棄物については、分別区分の変更や電話申込制の導入、可燃性粗大ごみの選別処
理等によりごみの減量が図れているため、当面の間有料化は実施しないこととしているが、今
後ごみ量の増加や社会情勢の変化等処理施設の負担が大きくなるようであれば、さらなる検討
が必要となる。検討の際は、一般廃棄物処理有料化の手引き（令和４年３月　環境省）や有料
化導入自治体の事例等を参考にしつつ、料金体系や使途、市民への説明、導入までのプロセス
等を検討していく。

　　エ　リチウム蓄電池に関する対策

モバイルバッテリー等のリチウム電池は市役所庁舎や駅前などに設置している乾電池回収ボッ
クスにて収集している。今後もホームページや広報誌にて周知に努めつつ適正に処分してい
く。

　　オ　事業系ごみに関する施策内容

　　カ　災害時の廃棄物処理に関する事項

｢松原市災害廃棄物処理計画｣に基づき、災害発生時に発生する廃棄物に、適正かつ速やかに対
応するため、災害廃棄物処理に関する備えを充実させる。また将来発生することが予想される
地震等の大規模災害に対し、市民生活に支障を及ぼさないよう総合的なごみ処理体制を構築し
ていく。
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（１）地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく

（１）計画のフォローアップ

（２）事後評価及び計画の見直し

守口市では、災害によって発生する廃棄物及び災害発生時の生活ごみ、避難所ごみ、し
尿について、生活環境の保全及び公衆衛生を確保しつつ、再資源化等を図りながら、迅
速かつ適正に処理することを目的として、基本的事項や処理方針等を定めた「守口市災
害廃棄物処理計画」に沿ってい処理を行う。

計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果がとりまとまった時点で速やかに計
画の事後評価、目標達成状況の評価を行う。あた、評価の結果を公表するとともに評価
結果を次期計画策定に反映させるものとする。なお、計画の進捗状況やsy会ア経済情勢
の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すものとする。

５　計画のフォローアップと事後評価

大阪市、八尾市、松原市、守口市の４市と環境施設組合は、計画の進捗状況について把
握し、必要に応じて国及び大阪府と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し計画の
見直しを行う。

４　【守口市】関連するその他の施策

　　ア　ごみ減量・リサイクル促進のための施策内容

守口市では、ごみの分別の徹底や、再資源化できる有価物の集団回収（交付対象は新
聞・雑誌・段ボール・牛乳パック・その他紙などの古紙、古布、アルミ缶、スチール
缶）の促進により、さらなる減量化・再資源化を進める。
また、広報誌や市ホームページを通して食品ロスの削減について啓発・周知を行う。

　　イ　プラスチック資源に関する施策内容

製品プラスチックについては、当面の間、焼却処理を継続するが、竣工予定の（仮称）
守口市クリーンセンターストックヤード第2 整備事業において、製品プラスチック等の
保管施設を整備し、製品プラスチック及び容器包装プラスチックの混合収集を開始す
る。

　　ウ　ごみ処理手数料有料化の実施内容

　　エ　リチウム蓄電池に関する対策

令和７年４月１日より危険ごみ（年４回程度）にて戸別収集開始。

　　カ　災害時の廃棄物処理に関する事項

　　オ　事業系ごみに関する施策内容

事業系ごみの適正処理、減量化を推進するため、多量排出事業者を中心に訪問指導を行
い、廃棄物の排出抑制や適正処理の啓発に努める。

守口市では、現在ごみ減量化の数値目標（国が定める計画１人１日平均排出量）を達成
しており、次期計画期間内においても引き続き達成できる見込みであるが、有料化導入
を排除することなく今後のごみの排出量の推移を注視しながら、有料化を図らなければ
数値目標を達成できない状況となれば検討していく。
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対象地域図（図３） 
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地域内の施設の現況と予定（位置図）  

 

 

図５  大阪市、八尾市、松原市、守口市の４市及び環境施設組合の処理施設の状況 

 

 

番号 名称 所在地 規模 竣工

① 大阪広域環境施設組合　住之江工場 大阪市住之江区北加賀屋4-1-26 焼却処理：400t/日 令和４年度

② 大阪広域環境施設組合　鶴見工場 大阪市鶴見区焼野2-11-5 焼却処理：620t/日 令和10年度予定

③ 大阪広域環境施設組合　西淀工場 大阪市西淀川区大和田2-5-68 焼却処理：600t/日 平成６年度

④ 大阪広域環境施設組合　八尾工場 八尾市上尾町7-1 焼却処理：600t/日 平成６年度

焼却処理：900t/日

粗大ごみ破砕（回転式）：120t/5h
　　　〃　（低速回転せん断式）：50t/5h

⑥ 大阪広域環境施設組合　平野工場 大阪市平野区瓜破南1-3-14 焼却処理：900t/日 平成14年度

⑦ 大阪広域環境施設組合　東淀工場 大阪市東淀川区南江口3-16-6 焼却処理：400t/日 平成21年度

⑧
大阪広域環境施設組合
北港処分地南地区（夢洲第1区）

大阪市此花区夢洲1丁目地先 面積：73.1万㎡、埋立容量：1,169万㎥ 昭和60年度

粗大ごみ破砕施設：32t/日

資源ごみ選別施設：14t/日

容器包装プラスチック圧縮梱包施設：10t/日

ペットボトル圧縮梱包施設：2t/日

⑩ 八尾市一般廃棄物最終処分場 八尾市上尾町9-36 面積：12,300㎡、埋立容量：7万㎥ 平成７年度

⑤ 大阪広域環境施設組合　舞洲工場 大阪市此花区北港白津1-2-48 平成13年度

⑨ 八尾市立リサイクルセンター 八尾市曙町2-11 平成20年度
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地域内の施設の現況と予定（位置図）  

 

図６  大阪市、八尾市、松原市、守口市、４市のストックヤード等の状況

 

番号 名称 所在地 規模 竣工

⑪ 舞洲容器包装プラスチック中継施設 大阪市此花区北港白津1-2-48 環境施設組合舞洲工場敷地内 85㎡ 平成13年度

⑫ 住之江容器包装プラスチック中継施設 大阪市住之江区北加賀屋4-1-26 環境施設組合住之江工場敷地内(平成30年4月1日より休止中) 190㎡ 平成13年度

⑬ 旧鶴見容器包装プラスチック中継施設 大阪市鶴見区焼野2-11-１ 環境施設組合鶴見工場敷地内 288㎡ 平成15年度

⑭ 西淀容器包装プラスチック中継施設 大阪市西淀川区大和田2-5-66 環境施設組合西淀工場敷地内 288㎡ 平成15年度

⑮ 平野容器包装プラスチック中継施設 大阪市平野区瓜破南1-3-40 環境施設組合平野工場敷地内 432㎡ 平成17年度

⑯ 東淀容器包装プラスチック中継施設 大阪市東淀川区南江口3-16-6 環境施設組合東淀工場敷地内 244㎡ 平成22年度

⑰ 東北方面資源ごみ中継地 大阪市東淀川区南江口3-16-１ 環境施設組合東淀工場敷地内 132㎡ 平成22年度

⑱ 旧鶴見資源ごみ中継地 大阪市鶴見区焼野2-11-5 環境施設組合鶴見工場敷地内 88㎡ 平成６年度

⑲ 西北方面資源ごみ中継地 大阪市西淀川区大和田2-5-66 環境施設組合西淀工場敷地内 72㎡ 平成６年度

⑳ 西南方面資源ごみ中継地 大阪市大正区南恩加島1-11-24 もと大正工場敷地内 102㎡ 平成６年度

㉑ 東南方面資源ごみ中継地 大阪市平野区瓜破南1-3-40 東南環境事業センター敷地内 170㎡ 平成６年度

㉒ 鶴見容器包装プラスチック中継施設 大阪市鶴見区焼野3-2-37 262㎡ 令和５年度

㉓ 鶴見資源ごみ中継地 大阪市鶴見区焼野3-2-37 200㎡ 令和５年度

㉔ 八尾市立リサイクルセンター 八尾市曙町2-11 624㎡ 平成20年度

㉕ 松原市分別（資源化）センター 松原市別所9-1-6 990.69㎡ 平成４年度

㉖ 守口市クリーンセンター ストックヤード 守口市寺方錦通4-9-12 2,400㎡ 平成19年度

㉗
（仮称）守口市クリーンセンター
ストックヤード第２

守口市寺方錦通4-9-12 1,590㎡ 令和９年度予定
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住之江容器包装プラスチック中継施設
周辺水害ハザードマップ

・住之江工場
・住之江容器包装
プラスチック中継施設

・住之江工場
・住之江容器包装
プラスチック中継施設
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大阪広域環境施設組合 住之江工場
住之江容器包装プラスチック中継施設
周辺水害ハザードマップ

・住之江工場
・住之江容器包装
プラスチック中継施設

28



・鶴見工場
・旧鶴見容器包装
プラスチック中継施設

・旧鶴見資源ごみ中継地

大阪広域環境施設組合 鶴見工場
旧鶴見容器包装プラスチック中継施設、旧鶴見資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・鶴見工場
・旧鶴見容器包装
プラスチック中継施設

・旧鶴見資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 鶴見工場
旧鶴見容器包装プラスチック中継施設、旧鶴見資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・鶴見工場
・旧鶴見容器包装
プラスチック中継施設

・旧鶴見資源ごみ中継地

・鶴見工場
・旧鶴見容器包装
プラスチック中継施設

・旧鶴見資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 鶴見工場
旧鶴見容器包装プラスチック中継施設、旧鶴見資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・鶴見工場
・旧鶴見容器包装
プラスチック中継施設

・旧鶴見資源ごみ中継地
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・西淀工場
・西淀容器包装
プラスチック中継施設

・西北方面資源ごみ中継地

大阪広域環境施設組合 西淀工場
西淀容器包装プラスチック中継施設、西北方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・西淀工場
・西淀容器包装
プラスチック中継施設

・西北方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 西淀工場
西淀容器包装プラスチック中継施設、西北方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・西淀工場
・西淀容器包装
プラスチック中継施設

・西北方面資源ごみ中継地

・西淀工場
・西淀容器包装
プラスチック中継施設

・西北方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 西淀工場
西淀容器包装プラスチック中継施設、西北方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・西淀工場
・西淀容器包装
プラスチック中継施設

・西北方面資源ごみ中継地

・西淀工場
・西淀容器包装
プラスチック中継施設

・西北方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 八尾工場
八尾市一般廃棄物最終処分場
周辺水害ハザードマップ

・八尾工場

・最終処分場
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大阪広域環境施設組合 舞洲工場
舞洲容器包装プラスチック中継施設
周辺水害ハザードマップ

・舞洲工場
・舞洲容器包装
プラスチック中継施設

・舞洲工場
・舞洲容器包装
プラスチック中継施設
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大阪広域環境施設組合 舞洲工場、大阪広域環境施設組合 北港処分地
南地区、舞洲容器包装プラスチック中継施設
周辺水害ハザードマップ

・舞洲工場
・舞洲容器包装
プラスチック中継施設

・北港処分地南地区

・舞洲工場
・舞洲容器包装
プラスチック中継施設
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大阪広域環境施設組合 平野工場
平野容器包装プラスチック中継施設、東南方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・平野工場
・平野容器包装
プラスチック中継施設

・東南方面資源ごみ中継地

・平野工場
・平野容器包装
プラスチック中継施設

・東南方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 平野工場
平野容器包装プラスチック中継施設、東南方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・平野工場
・平野容器包装
プラスチック中継施設

・東南方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 平野工場
平野容器包装プラスチック中継施設、東南方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・平野工場
・平野容器包装
プラスチック中継施設

・東南方面資源ごみ中継地

・平野工場
・平野容器包装
プラスチック中継施設

・東南方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 東淀工場
東淀容器包装プラスチック中継施設、東北方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・東淀工場
・東淀容器包装
プラスチック中継施設

・東北方面資源ごみ中継地

・東淀工場
・東淀容器包装
プラスチック中継施設

・東北方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 東淀工場
東淀容器包装プラスチック中継施設、東北方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・東淀工場
・東淀容器包装
プラスチック中継施設

・東北方面資源ごみ中継地

・東淀工場
・東淀容器包装
プラスチック中継施設

・東北方面資源ごみ中継地
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大阪広域環境施設組合 東淀工場
東淀容器包装プラスチック中継施設、東北方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

・東淀工場
・東淀容器包装
プラスチック中継施設

・東北方面資源ごみ中継地
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八尾市立リサイクルセンター 周辺水害ハザードマップ

・リサイクルセンター
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西南方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

西南方面資源ごみ中継地
西南方面資源ごみ中継地
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西南方面資源ごみ中継地
周辺水害ハザードマップ

西南方面資源ごみ中継地

西南方面資源ごみ中継地

－
－
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鶴見容器包装プラスチック中継施設、鶴見資源ごみ中継地、
守口市クリーンセンターストックヤード、（仮称）守口市クリーン
センターストックヤード第２ 周辺水害ハザードマップ
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松原市分別（資源化）センター
周辺水害ハザードマップ

・松原市分別
（資源化）センター
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松原市分別（資源化）センター
周辺水害ハザードマップ

・松原市分別
（資源化）センター
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